
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

工業港区第１号岸壁及び同第２
号岸壁（全長３７１．４０メートル）

日向市大字日知屋字新開１７
３７１番１、日向市大字日知屋
字新開１７３７１番１０及び日向
市大字日知屋字新開１７３７１
番１０地先

岸壁けい留船と交通する者に
限る。

工業港白浜地区第８号岸壁及
び同第９号岸壁（全長３５０メート
ル）

日向市竹島町３番 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

工業港区第５号岸壁から同第６
号岸壁の間に設置されたフェン
ス上にあるメインゲート、臨時
ゲート及び北臨時ゲートの各
ゲート

日向市竹島町１番２ 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

工業港白浜地区第１０号岸壁か
ら同第１４号岸壁の間に設置さ
れたフェンス上にあるメインゲー
ト、東臨時ゲート及び西臨時
ゲートの各ゲート

日向市竹島町３番、日向市竹
島町３番１、日向市竹島町３
番２、日向市竹島町３番３及
び日向市竹島町３番３地先

岸壁けい留船と交通する者に
限る。

工業港白浜地区第１７号岸壁に
設置されたフェンス上にある1号
メインゲート及び２号メインゲート

日向市竹島町２番１、日向市
竹島町4番

岸壁けい留船と交通する者に
限る。

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

工業港区第１号岸壁及び同第２
号岸壁（全長３７１．４０メートル）
並びに同第５号及び第６号岸壁
（全長３０９メートル）

日向市大字日知屋字新開１７
３７１番１、日向市大字日知屋
字新開１７３７１番１０及び日向
市大字日知屋字新開１７３７１
番１０地先並びに日向市竹島
町１番２

工業港白浜地区第８号岸壁から
同第１０号岸壁まで（全長５３５
メートル）

日向市竹島町３番及び日向
市竹島町３番２

株式会社日向製錬所専用岸壁
（全長３１３メートル）

日向市船場町７番地及び８番
地

株式会社日向製錬所に搬出
入する貨物に限る。

第一糖業株式会社専用ドルフィ
ン（全長１７０．５メートル）

日向市大字日知屋１７３７１番
地

第一糖業株式会社保税蔵置
場に搬出入する貨物に限る。

工業港白浜地区取付護岸及び
同第１４号岸壁（全長２９０メート
ル）

日向市竹島町３番３及び日向
市竹島町３番３地先
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工業港白浜地区第１７号岸壁
（全長２６０メートル）

日向市竹島町２番１地先、日
向市竹島町4番地先

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

工業港区第１号岸壁及び同第２
号岸壁（全長３７１．４０メートル）
並びに同第５号及び第６号岸壁
（全長３０９メートル）

日向市大字日知屋字新開１７
３７１番１、日向市大字日知屋
字新開１７３７１番１０及び日向
市大字日知屋字新開１７３７１
番１０地先並びに日向市竹島
町１番２

岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。

工業港白浜地区第８号岸壁から
同第１０号岸壁まで（全長５３５
メートル）

日向市竹島町３番及び日向
市竹島町３番２

岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。

工業港白浜地区取付護岸及び
同第１４号岸壁（全長２９０メート
ル）

日向市竹島町３番３及び日向
市竹島町３番３地先

岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。

工業港白浜地区第１７号岸壁
（全長２６０メートル）

日向市竹島町２番１地先、日
向市竹島町4番地先

岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。


